
川崎市外に所在する事業所用の令和 6 年度自治体単独加算について 

 

〇 川崎市外かつ神奈川県内に所在する事業所であって、川崎市民の利用者を受入れた場合、その事業

所を所管する自治体が定めた単独加算を当該利用者についても算定可能です。 

※具体的に算定可能なコードは、同じ zip ファイルに格納されている市単加算サービスコード表を参

照してください。「横浜市・相模原市・県域市外用」の３つに分かれているため、所在地に応じて該

当するコード表を参照してください。 

※川崎市外に所在する事業所は、川崎市単独加算は算定できません（ただし、後述のとおり、「家賃助

成加算」は除きます）。 

 

例：相模原市に所在する共同生活援助事業所が川崎市からの利用者を受入れた場合、相模原市単独加算を川

崎市に対して請求することができる（川崎市事業所用の単独加算は請求できません）。 

 

〇 サービスコード表は、「横浜市・相模原市・神奈川県」から頂いたものを掲載しています。 

算定対象となる要件等は本市では分りかねるため、必ずそれぞれの自治体にお問合せください。 

 

〇 県域市、横浜市、相模原市（以下「３県市」という。）それぞれの単独加算について、各自治体に請

求するときと同じ単位となるよう、川崎市においても設定しています。 

（サービスコードは異なる場合がありますので、よく確認してください。） 

 

〇 川崎市外所在の事業者は、別紙に掲載している川崎市が定めた単独加算を算定できません。 

ただし、共同生活援助の「家賃助成加算」については、上記によらず、利用者が川崎市民であれば算

定可能です。ただし、当該加算は支給決定を伴うものですので、受給者証を御確認の上、対象者につき

御請求ください。 

 

◆家賃助成加算 サービスコード表 

サービスコード サービス内容略称 サービス表示名称 単位【円】 

330996 （市）ＧＨ家賃助成加算（月額） （市）家賃助成加算 27,000 

330997 （市）ＧＨ家賃助成加算（日割り額） （市）家賃助成加算日割り ― 

 

 

所得区分が低所得又は一般の利用者であって、身体障害者又は知的障害者を主たる対象として運営して

いる共同生活援助事業所を利用する者。（ただし、体験入居時を除く。） 

 

＜家賃助成加算（月額、日割り額）について＞ 

・ 支給決定が必要な加算です。給付された金額だけ利用者に請求する家賃額から控除してください。 

・ 入退居等で日割りが必要な場合は、 330997 を使用してください。 

・ 家賃額が 27,000 円を下回る場合も、 330997 を使用してください。 

（参考）家賃助成加算対象者 



※家賃助成加算は、利用者の家賃を助成する加算であり、掛かった費用について 27,000 円を上限として

給付するものです（日割りが発生する月も同様です）。そのため、日割りの計算など、費用額の算定は貴法人

と利用者との間で締結している契約書に定めた計算方法に基づき、算定してください。 

 

〇 また、一部加算については、対象としておりません。対象とする加算については、サービスコード表

に記載しておりますので御確認ください。 
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